
賃貸物件の畳の原状回復は誰が負担するの?  
 

  6 年間居住した賃貸アパートを退去後、管理会社から原状回復費用として１
０万円を請求された。家具を置いていなかった畳が日焼けで変色したため、畳
の表替え費用全額を請求されている。支払いしなくてはならないのか。 

                         （２０歳代 男性） 
 
  賃貸アパートを退去する際の内装や設備等の原状回復義務については、国

土交通省が修繕費用の負担ルールとして「原状回復をめぐるトラブルとガイド
ライン」を定めています。ガイドラインによると借主の故意・過失による破損
は借主負担ですが、経年劣化や通常損耗は貸主負担と考えられています。日焼

けでの畳の変色は通常の生活では避けられないとして通常損耗にあたる考えを
示していますので、賃貸契約書の記載をよく確認した上で、ガイドラインの内
容に沿った対応を管理会社に求めて、十分な話し合いでの解決が必要です。 
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美幌町消費生活センター（しゃきっとプラザ ２階） 

電話・ＦＡＸ 0152-72-0366 
月～金曜日 10 時～16 時（年末年始・土日祝日を除く） 

消 費 生 活 の 
ご 相 談 は 


